[bookmark: _GoBack]水道契約者等（以下「対象者」）の補助金受取までの流れ


[bookmark: _Hlk217035055]1  水道メーター口径のサイズダウン（減径）工事について

(1)　対象者は佐賀西部広域水道企業団指定給水装置工事事業者（以下「工事事業者」）に工事を発注する。

(2)　対象者の依頼により受注した工事事業者は諸手続きを行い工事する。

(3)　対象者は工事完了を確認し工事事業者へ工事代金を支払う。

(4)　工事事業者が発行する領収証を対象者が受け取る。
　　※領収書（業者名、工事金額及び内容、竣工日付が記載されたもの）




　2  補助金の申請について

(5)　対象者は申請書類を町へ提出する。

(6)　町は受付けた書類を審査し可否を決定し対象者へ通知する。

(7)　町は交付決定した対象者の指定口座へ補助金を支払う。
